
　

個
人
事
業
税
は
、
所
得
税
、
住

民
税
と
は
別
に
個
人
で
事
業
を
行

う
方
に
か
か
る
税
で
す
。

　

個
人
事
業
税
の
第
１
期
分
の
納

期
限
は
、
９
月
１
日
㈪
で
す
の
で
、

最
寄
り
の
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関

で
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
制
度
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
お
近
く
の
県
税
事
務
所
で
お

申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

（１）原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

車　種 平成26年度まで 平成27年度から

原動機付自転車

排気量50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超～90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超～125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー（3輪で50cc以下） 2,500円 3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

軽2輪（排気量125cc超～250cc以下） 2,400円 3,600円
2輪の小型自動車（排気量250cc超） 4,000円 6,000円

（２）四輪以上および三輪の軽自動車
平成27年４月１日以後に新車新規登録される車両から次の通り引き上げます

車　種 平成27年3月31日
以前の登録車

平成27年4月1日
以後の登録車

重課税額　※
（平成28年度～）

軽３輪（排気量660cc以下） 3,100円 3,900円 4,600円

軽４輪以上

乗　用
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物用
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

（平成27年３月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両は、現在の税率が適用されます）

秋の全国交通安全運動
９月21日（日）～30日（火）

９月30日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」

　この運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
慣付けるとともに、地域の皆さんが道路交通環境の改善に向けた
取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ること
を目的としています。
▶運動の基本
・子どもと高齢者の交通事故防止

▶運動の重点
・�夕暮れ時と夜間の歩行
中、自転車乗用中の交
通事故防止
・�全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

▶問合せ
　危機管理グループ☎０７９（４３５）０９９１

住
宅
耐
震
改
修
に
つ
い
て

▼
対
象
住
宅　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
住
宅

▼
対
象
工
事　

平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に

完
了
す
る
次
の
工
事
で
、
補
助
金
な
ど
を
除

く
自
己
負
担
額
が
50
万
円
を
超
え
る
も
の
で

現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
も
の

▼
対
象
面
積　

１
戸
に
つ
き
120
平
方
㍍
ま
で

の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容　

工
事
完
了
の
翌
年
度
分
に
限

り
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
を
減
額

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
及
び
省
エ
ネ
改
修
に

伴
う
減
額
と
同
時
に
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物　

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行

の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
工
事
で
あ
る
こ
と

の
証
明
書
（
固
定
資
産
税
減
額
証
明
書
）

省
エ
ネ
改
修
に
つ
い
て

▼
対
象
住
宅　

平
成
20
年
１
月

１
日
以
前
に
建

築
さ
れ
た
住
宅

（
賃
貸
住
宅
は

除
く
）

▼
対
象
工
事　

平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
に
完

了
す
る
次
の
工

事
で
、補
助
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が

50
万
円
を
超
え
る
も
の

①
窓
の
改
修
工
事
（
必
須
）

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※
外
気
な
ど
と
接
す
る
も
の
に
限
る
。

▼
対
象
面
積　

1
戸
に
つ
き
120
平
方
㍍
ま
で

の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容　

工
事
完
了
の
翌
年
度
分
に
限

り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額

※
新
築
軽
減
及
び
耐
震
改
修
に
伴
う
減
額
と

同
時
に
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物　

現
行
の
省
エ
ネ
基
準
に
新
た

に
適
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
住
宅
で
あ
る
こ

と
の
証
明
書
（
建
築
士
な
ど
が
発
行
す
る
証

明
書
）、工
事
内
容
が
分
か
る
書
類
な
ど

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
つ
い
て

▼
対
象
住
宅　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該

当
す
る
人
が
住
ん
で
い
る
平
成
19
年
１
月
１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
は

除
く
）

①
65
歳
以
上
の
人

②
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な
ど
を
持

っ
て
い
る
人

▼
対
象
工
事　

平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

完
了
す
る
次
の
工

事
で
、補
助
金
な

ど
を
除
く
自
己
負

担
額
が
50
万
円
を

超
え
る
も
の

①
廊
下
の
拡
幅

②
階
段
の
勾
配
の

緩
和

③
浴
室
の
改
良

④
ト
イ
レ
の
改
良

⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

⑥
床
の
段
差
解
消
・
滑
り
止
め

⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

▼
対
象
面
積　

１
戸
に
つ
き
100
平
方
㍍
ま
で

の
住
居
部
分

▼
減
額
内
容　

工
事
完
了
の
翌
年
度
分
に
限

り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額

※
耐
震
改
修
に
伴
う
減
額
と
同
時
に
適
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
物　

工
事
内
容
が
分
か
る
書
類
ま

た
は
建
築
士
な
ど
が
発
行
す
る
証
明
書
な
ど

◎
対
象
と
な
る
の
は
、
住
宅
の
居
住
部
分
の

み
で
土
地
は
対
象
外
で
す

◎
い
ず
れ
の
申
請
も
、
工
事
完
了
後
３
ヵ
月

以
内
に
申
告
が
あ
っ
た
も
の
に
限
り
ま
す

税制改正により平成27年度から
軽自動車税の税率（年額）が変更されます

▶問合せ　税務グループ☎０７９（４３５）０３５８

加
古
川
県
税
事
務
所
か
ら
の
お
し
ら
せ

個
人
事
業
税
の
納
税

▼
問
合
せ　

東
播
磨
県
民
局　

加
古
川
県
税
事
務
所　

課
税
第
１
課

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
９
９
０
２

平成28年度からは、新車新規登録されてから13年を超える車両は、重課税額が適用されます。

住
宅
改
修
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

次
の
３
つ
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
で

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す

▼
問
合
せ　

税
務
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

平
成
27
年
度
か
ら
一
部
の
農
地
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す

　

農
地
転
用
の
許
可
・
届
出
が
完
了
し
た
農
地
や
、
宅
地
な
ど
に
転
用
す
る
に
あ
た
っ

て
農
地
転
用
の
手
続
き
を
必
要
と
し
な
い
農
地
は
、
平
成
27
年
度
よ
り
「
宅
地
等
介
在

農
地
」
と
し
て
評
価
・
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
税
額
が
上
昇
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

税
務
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

6
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